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知らせお

統
計
調
査
員
を

募
集
し
ま
す

　

国
が
実
施
す
る
各
種
統
計
調
査

に
従
事
す
る
統
計
調
査
員
を
募
集

し
ま
す
。

　

あ
ら
か
じ
め
、
統
計
調
査
に
ご

協
力
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
調
査

員
台
帳
に
登
録
し
て
お
き
、
調
査

実
施
の
際
は
、
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方
を
中
心
に
調
査
を
依
頼

し
ま
す
。

　

登
録
さ
れ
て
い
る
調
査
員
の
皆

さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
統
計
調
査

員
協
議
会
を
組
織
し
て
お
り
、
調

査
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
お
よ

び
会
員
同
士
の
親
睦
を
図
っ
て
い

ま
す
。

◆
業
務
の
概
要

　

調
査
期
間
中
に
担
当
地
域
内
の

調
査
対
象
（
世
帯
・
事
業
所
・
企

業
・
商
店
な
ど
）
を
訪
問
し
て
、

調
査
票
を
配
布
・
回
収
し
、
関
係

書
類
を
作
成
の
上
、
市
役
所
に
提

出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

調
査
期
間
は
、
調
査
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
が
、
１
～
２
カ
月
間

で
す
。
調
査
期
間
中
も
毎
日
調
査

活
動
に
従
事
す
る
必
要
は
な
く
、

あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た
期
間
内

に
調
査
事
務
を
済
ま
せ
て
い
た
だ

け
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
統
計
調
査
は
、
年
１
回
程
度

で
す
。

◆
応
募
要
件

１
．
責
任
を
持
っ
て
調
査
の
事
務

を
遂
行
で
き
る
方

２
．
秘
密
の
保
持
に
関
し
て
責
任

の
持
て
る
方

３
．
20
歳
以
上
の
健
康
な
方

◆
報
酬

　

個
々
の
調
査
や
、
受
け
持
つ
調

査
対
象
数
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

◆
応
募
方
法

　

市
役
所
行
政
経
営
課
お
よ
び
総

合
支
所
地
域
振
興
課
に
備
え
付
け

の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
ご
記

入
の
う
え
、
３
月
30
日
（
金
）
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

▽
本
宮
市
役
所　

総
合
政
策
部

　

行
政
経
営
課　

情
報
統
計
係

　
　
　
　
　

☎
３
３―

１
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
１
０
８
）

▽
白
沢
総
合
支
所

　

地
域
振
興
課　

地
域
振
興
係

　
　
　
　
　

☎
４
４―

２
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
５
１
１
）

健
康
か
ら
だ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
教
室

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
生
涯
学
習
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
も
と
み
や
で
は
、
運
動

習
慣
づ
く
り
事
業
と
し
て
、「
健

康
か
ら
だ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
教
室
」

を
開
催
し
ま
す
。

　

普
段
か
ら
軽
い
運
動
を
行
う
だ

け
で
、
か
ら
だ
は
丈
夫
に
な
り
、

生
活
習
慣
病
も
改
善
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
日
時

　

毎
月
第
２
、
４
水
曜
日

生ごみ処理機を購入された方へ
～報償金の申請は３月30日までに～

　本宮市では、家庭から排出される生ごみの減量
化を図るために、生ごみ処理機を購入された方
に、報償金として、本宮商品券またはしらさわ商
品券で、購入価格の２分の１、２万円を限度とし
て交付しています。
　平成18年４月１日～平成19年３月30日に生ご
み処理機を購入された方で、報償金の申請をされ
ていない方は、平成19年３月30日までに報償金
の交付の申請をしてください。なお、旧白沢村の
方は、平成19年１月１日以降に購入された方が交
付の対象となります。
　詳しくは、広報もとみや２月号をご覧ください。

《申請の手続き》
　生ごみ減量化推進報償金交付申請書に次の書類
を添付してください。（印鑑を持参してください。）
・領収書（生ごみ処理機を購入したことが記載さ

れていること）
・購入した生ごみ処理機のカタログ（写）または

取扱説明書（写）

◆問い合わせ先
　　　本 宮 市 役 所　生活安全課　環境保全係
　　　　　　　　　　☎33－1111（内線114）
　　　白沢総合支所　住民生活課　生活環境係
　　　　　　　　　　☎44－2111（内線522）

　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

◆
場
所　

総
合
体
育
館

◆
内
容　

運
動
指
導
員
に
よ
る
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
マ
シ
ン
の
実
践
、
ス

ト
レ
ッ
チ
、
ス
テ
ッ
プ
運
動
、
簡

単
体
操
、
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

◆
参
加
対
象

　

市
内
に
お
住
ま
い
の
60
歳
以
上

の
方

◆
受
講
料　

１
回　

５
０
０
円

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
生
涯
学
習

　
　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
と
み
や

　
（
本
宮
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
　
　
　

☎
３
３―

２
６
１
１

福
島
地
方
法
務
局

か
ら
の
お
知
ら
せ

　

福
島
地
方
法
務
局
二
本
松
出
張

所
で
は
、
平
成
19
年
２
月
19
日
か

ら
不
動
産
、
商
業
・
法
人
登
記
（
二

本
松
市
、
本
宮
市
、
安
達
郡
大
玉

村
）
に
つ
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
登
記

申
請
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
取
扱
い

が
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

○
不
動
産
、
商
業
・
法
人
登
記
申

請
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
て
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
り

ま
す
。

○
登
記
事
項
証
明
書
、
印
鑑
証
明

書
の
申
請
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
可
能
に
な
り
、
証

明
書
は
手
数
料
納
付
確
認
後
、

法
務
局
か
ら
郵
送
（
郵
送
料
法

務
局
負
担
）
に
よ
り
申
請
さ
れ

た
方
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

○
不
動
産
登
記
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
「
登
記
済
証
（
権
利
証
）」

に
代
え
て
、「
登
記
識
別
情
報
」

お
よ
び
「
登
記
完
了
証
」
が
交

付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
二
本
松
出
張
所
管
轄
の
一
筆
の

土
地
ま
た
は
一
個
の
建
物
ご
と

に
「
不
動
産
番
号
」
が
付
け
ら

れ
ま
す
。

※
登
記
事
項
証
明
書
、
登
記
完
了

証
等
に
表
示
さ
れ
ま
す
。

○
従
来
の
書
面
に
よ
る
登
記
申
請

も
、
引
き
続
き
可
能
で
す
。

　

詳
し
い
手
続
に
つ
い
て
は
、
福

島
地
方
法
務
局
二
本
松
出
張
所

（
☎
２
２―

０
５
１
９
）へ
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
法
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://shinsei.

m
oj.go.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。




